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▶本人が仕事をしている事業所の名称を記入してく
ださい。
▶支社・支店・営業所などで仕事をしている人は、
会社名だけでなく、実際に仕事をしている支社・
支店・営業所などの名称まで記入してください。

▶「製造業」「商業」のようなおおまかな書き方でな
く、主に取り扱っている製品・商品やサービスの
種類、製造か修理か、卸売か小売など、その
　事業の内容がわかるように記入してください。
【例】プラスチック製食器の製造
　　 パンの製造小売など

▶「会社員」「事務員」「公務員」のようなおおまか
な書き方ではなく、実際にどのような仕事をして
いるかがわかるように記入してください。

【例】事務員→庶務事務員、貯金窓口事務員など
　　 工員→テレビの組立、金属旋盤など
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調査票にご記入いただく項目について調査票にご記入いただく項目について調査票にご記入いただく項目について

『所属の事業所の名称及び事業の内容』及び『本人の仕事の内容』『所属の事業所の名称及び事業の内容』及び『本人の仕事の内容』
の記入上の注意点の記入上の注意点
『所属の事業所の名称及び事業の内容』及び『本人の仕事の内容』
の記入上の注意点

　今回の国勢調査では、次の 17項目について調査します。
平成 27年国勢調査では「住宅の床面積」を廃止するなど、
調査項目の見直しが行われました。

▶世帯員に関する事項（13項目）
•氏名
•男女別
•出生の年月
•世帯主との続柄
•配偶者の有無
•国籍
•現在の住居における住居期間
•５年前の住居の所在地
•就業状態
•所属の事業所の名称及び事業の
　内容 （産業）
•仕事の種類（職業）
•従業上の地位
•従業地または通学地

▶世帯に関する事項（４項目）
•世帯の種類
•世帯員の数
•住居の種類
•住宅の建て方 担当調査員が

確認の上、記
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　調査票の記入について、過去の国勢調査でお問い合わせの
多かった調査項目をご紹介します。
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　調査の内容、調査票の記入方法などについて、わからない点がありましたら、
国勢調査コールセンターをご利用ください。

ご不明な点は国勢調査コールセンターへお電話を

個人情報は厳格に保護されます

国勢調査は回答の義務があります

国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください

※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話の場合、
全国一律に市内通話料金のみでご利用いただけます。
※携帯電話・PHSの場合、所定の通話料金となります。
※IP 電話用電話番号の通話料金は所定の通話料金とな
ります。

○国勢調査では、統計法によって、厳格な個人情報保護が定められています。
○国勢調査に従事する者（調査員、地方公共団体の職員など）には、統計法によって、
守秘義務が課せられています。

○統計法では、正確な統計を作成するために、調査項目に回答する義務（義務報告）
が定められています。
○回答を拒んだり虚偽の回答をした場合の罰則が定められています。

○国勢調査をよそおった不審な訪問者や不審な電話、電子メールなど
にご注意ください。不審に思った際には、回答しないで、速やかに
郡上市役所企画課（☎６７－１８３１）までお知らせください。
○調査員は、その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。

総務省統計局・岐阜県・郡上市
＜問い合わせ先＞　郡上市役所　市長公室　企画課　☎67-1831

http://kokusei2015.stat.go.jp/index.htm

０５７０－０７－２０１５
IP 電話の場合：０３－４３３０－２０１５

設置期間：平成２７年１０月３１日まで
受付時間：午前８時～午後９時
（土・日・祝日もご利用いただけます）


